
●場 所 ：区役所本庁舎10階（練馬区豊玉北6-12-1）
●相談時間 ：平日8：30～17：15
●相談受付 ：☎ 03-5984-1319
＜夜間・土曜日の相談対応＞
○夜 間：当日の17：00までに予約した場合、20：00まで相談対応
○土曜日：第２・第４土曜日 10：00～16：00の間で相談対応

（１週間前の金曜日17：00までに予約が必要です。）

★ 練馬区 ひとり親家庭総合相談窓口★

令和元年 9月2日（月）～11月29日（金）

パソコン技能による在宅ワークを希望するひとり親家庭に対し、パソコン
端末と通信環境を期間中無料でお貸しします。参加者は、eラーニング等を活
用して、自宅でＩＴスキルの習得ができ、在宅ワークの実務を体験します。

▼登録はこちら▼

メルマガに
登録してねり～

主催：練馬区生活福祉課ひとり親家庭支援係 ※本事業は株式会社エイジェックが練馬区より受託して行っています。

練馬区公式アニメキャラクター
ねり丸 ©練馬区

株式会社エイジェック 在宅就業推進事業事務局

03-3349-8441
お電話受付時間 月～金 9：00～18：00

Web
フォーム

➔

メール ✉ hapishare@hapishare.com

☎
https://nerima-hitorioya.jp/zaitakuwork-20190902/

お申込
・

お問合せ

練馬区ひとり親家庭・在宅就業推進事業

※基準を満たす方が募集人数より多い場合には、選考を行います。
※この事業にはオリエンテーション1日、スクーリング2日、修了式1日の出席が必要となります。

◎募集内容◎
●募集人数：25名
●費 用：無料
●受講期間：令和元年9月2日(月)～11月29日(金)まで
〈9月2日(月)10:00～12:00にオリエンテーションを行います。〉
●選考の流れ：申込 ➜ 書類選考 ➜ 面接 ➜ 受講決定
●募集期間：7月1日(月) ～8月20日(火)

◎選考基準◎
離職中、在職中を問わず、在宅学習の時間が確保できる方
パソコン経験・㈱マイクロソフトオフィスの利用経験が有る方

◎対 象◎
練馬区在住のひとり親家庭の父母で、３か月間在宅学習ができる方
在宅でスキルアップや実務経験をしたい方
就職に有利な資格取得を目指したい方
生活保護を受給していない方（生活保護を受給している方は
総合福祉事務所による自立支援プログラムの対象となります。）

ひとり親向け
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